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て五所川原を経，奥羽本線川部駅に至る 157.2 km の線。奥羽線

に鼠し線路等級は丙線である。

大正 7 ・ 9 川部・五所川原聞が陸奥鉄道株式会社によ っ て開通

したが， 昭和 2 ・ 6 政府に買収され， 五所川原線と呼称，また大

正 15 ・ 4 能代 ・ 岩館開能代線開通，さ らに両線とも建設を進め，

H百利 11 ・ 7 陸奥岩崎・深抗告聞の |井J )ìliによ って全線開通， 東能代・

川部!聞を五能線と呼ぶこととなったものである。線名は一端の

東能代と途中の五所川原両地名の l 字ずつをとった。(森悌寿)

ごばらいにもっちんぎんち ょ うし ょ 後払荷物貨金調書

述賃料金後払にかかる小荷物または貨物を託送した湯合， お

よび国鉄が巡賃料金の取りまとめ納入を放問、した公認小荷物扱

所，または宅扱貨物業務を訪負う通迎IJr.業者(以下 L言背負人1

という)が， 当該荷物または貨物の取扱をした場合に，その一

定期間における取扱高の総括告として託送者 ・ 小荷物扱所また

は訪負人が作成し鉄道に提出する帳表。

鉄道における巡賃料金の支払方法は現払を原則とするが，と

くに荷主との間に後払契約または協定を締結し， 鉄道が一定期

間(通 (91J 1 筒月)中に取扱 ったものを，後で取りまとめて徴収

するいわゆる後払の制度を認め，また国鉄がと くに承認した小

荷物扱所が取扱った荷物運賃料金は l 旬開分を ， 務負人が取扱

った宅扱貨物運賃料金は 15 日間分を取りまとめて納入するこ

とを認めている。これら後払または取りまとめて納入する運賃

料金に対しては，鉄道は所定の期日までに徴収することを要す

るので， この調書はその後払金傾の計算確定その他相互の利便

のため，託送者 ・ 小荷物扱所または詩負人が作成し鉄道に提出

することになっているのであって， 鉄道に対する後払債務の確

認容のようなものであり ， 収入証EZではなく，鉄道における後

払金請求の要件でもない。したがって郵便物やì!J!絡巡紛社用貨

物の後払巡貨等に対しては， その計算および取扱方を異にして

いるので，この制illの提出を要しないことになっている。

この調認は託送者 ・ 小荷物扱所または請負人が一情物切符 ・ 貨

物通知l密その他関係証緊にもとづいて，当日の取扱沼iを算定記

入し駅に提出，駅ではこれに駅長検印のうえ所管審査課に提出

し，支払者に対する後者、運賃料金または取りまとめ納入巡賃料

金徴収の資料に供される。(伊藤孝)

こひんうんそうけいやく 個品運送契約海上運送における

貨物運送契約は，船舶の全部または一部を海上巡送人が借切っ

て積載貨物を運送することを約するいわゆる用船契約と，個々

の物品の巡送を約する伯i品運送契約とに分けることができる。

個品運送契約は上述のように，船腹の全制i もし くは一部を借切

ることなく，海上運送人が多数の荷主と fI日 々に巡送契約を結び，

これらの側々の貨物をた くみに政合わせて巡送する形式のも の

である。

用船契約， 個品運送契約のいずれの場合も海上巡送契約は，

法律上その性質が詩負契約に属するものとされ， 諾成契約の一

極であるから，契約の成立には契約1.'1の作成を必要としない。

ただしわが商法は用船契約による巡送の場合，運送契約当事者

の一方の諮求があるときは運送契約告を交付することを要する

旨を規定し， 実際上も用船契約のつど契約告を作成するのが通

例である。

個品運送契約においては， あらかじめ海上運送人が運送約款

を印航しである船荷証券を一方的に使用し，当事者聞において

迷送のつどその条件を協議して契約百を作成するということは

ない。この点倒品運送契約は付合契約であるということができ

る。

なお個品運送の特色は，輸送貨物がロットの異なる多数の積

合わせであるため， 船積浴および陸縁港における積錫作業が，

海上運送人の選択指定する荷役会社により行われることである。

すなわち荷送人は出街地の紛会社またはその指定する荷受倉庫

に貨物を引渡し，荷受人は荷波地の荷捌倉庫において貨物を受

取り，船僚および陸揚作業に荷主が抗わらないのを原則とする。

ただ大口貨物の荷主は自家またはその指定のはしけで， 紛側に

おいて貨物の受波に従事することがあるが， この場合でも船内

人夫の使用選択権は海上運送人にあるものである。ー」海上巡

送契約。

参考文献大野耕三 ・ 悌治著海五uの突務。(今稲光l罰)

こベつよびだしてんしんき 個別呼出電信俊 電信回線は

連接電話回線と問機たくさんの電信綴が接続されている。した

がって呼出符号や通信符号が関係のない駅所にまでおよぶので，

相互呼出 ・ 通信ともにほかの電信俊に関係なく使用できる個別

呼出電信儀が1Il:l和 12 年頃から使用された。使用方法は(f!1別呼

出電話後と同じである。すなわち呼出す湯合は電信繊付属の〆

イヤノレ(相手祷号)を回すだけで，相手の電鈴を鳴らしi乎出し

を知らせる。呼出された訳所は結合7[鍵を通信側に倒して通信

を行うもので，この場合関係のない駅所には何らの影響も与え

ない。万一個別呼出装置が障害の場合は，各駅所の結合m鍵を

通信側に倒して位けば， 普通の電信僚として動作するものであ

る。しかし本装置は部品の補給困難のため数年の後には使用さ

れなくなった， (i!草野敏男)

こベつよびだしてんわき 偲別呼出電話俊 (英) intercall 

telephone 鉄道電話には各駅を嬢統して長距離にわたる電話

回線が多い。しかしこの方式では呼出信号が関係のない駅所に

までおよぶので， 相互呼出および通話t もに，他に関係なく使

用できる個別呼出電話俊が採用されるようになった。この電話

機は滋石連接電話機に比較して， 接続{悶数を多くすることがで

きる利点がある。この電話犠は大正 14 年頃から使用され，幾多

の改良が加えられて今日に至ったもので，当初は回中式， NE 
式，その後省形(変任務式， 局部電池式)，ついで 3 号形を経て

現在使用されている 4 号形のI1頂になっている。 4 号倒別呼出電

話緩I，:t，中央電池式で電源供給箱と組合わせて使用し，最大接

続個数は 17 個となっている。この電話畿は，電話後，選別椋，

選別器箱で梼成され，電話儀は自動電話機に準じたもので， ダ

イヤノレ速度を 3-4 インパルス /sec にしてある (自動電話ー措置の

ダイヤノレ速度は 8-12インパルス/sec) 。選別総，選別;得箱は指

令電話装置のものと問じである。なお呼出符号は，

2 3 4 5 6 7 8 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 

の 17 極である。(西野敏男)

ごぼ う りんこ う てつどう御坊臨

港鉄道

1 事業者の概要

名称御坊臨港鉄道株式会社，

会社設立昭和 3 ・ 12 ・ 13. 本社

和歌山県御坊市，資本金 500 万円 ，

従事員 35 人，保有車両内燃後闘車

2. 内燃客卒 3， 貨車 7 両，

2 地方鉄道線

国鉄紀勢西線御坊駅に連絡， 御

坊・日高川間 3 .4 km 単線，動力

蒸気 ・ ガソリン， 軌間1.067m.

旅客 ・ 貨物輸送を目的とする。昭

和 3 ・ 3 ・ 22 免許，同 6・ 6 ・ 15 から同
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